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【雄物川河川事業】
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雄物川水系河川整備計画の基本的な考え方

本計画は、河川法の三つの目的が総合的に達成できるよ
う、河川法第１６条に基づき、平成２０年１月に策定された
「雄物川水系河川整備基本方針」に沿って、河川法第１６
条の二に基づき、当面実施する河川工事の目的、種類、
場所等の具体的事項を示す法定計画を定めたものです。

１）災害の発生の防止又は軽減
２）河川の適正な利用と流水の正常な機能の維持
３）河川環境の整備と保全
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凡　例

河川（大臣管理区間）
河川（大臣管理区間以外）
基準地点
ダム（完　成：大臣管理）
ダム（事業中：大臣管理）

計画の趣旨 [整備計画策定：平成２６年１１月２８日]

計画の対象期間

本計画の対象期間は、概ね30年間としています。

※策定後も、地域の社会状況・自然状況・河川の整備状況等の変化や新たな知
見・技術の進捗等に伴い、必要に応じて適宜計画の見直しを行います。

計画の対象区間

本計画の対象区間は、国土交通省の管理区間（大臣管理
区間）である181.8km（雄物川、玉川、皆瀬川、その他支川
を含む）を対象とします。

※雄物川本川上流部や支川等の秋田県知事管理区間の整備計画策定及び変更
時には十分な協議、調整を図り、本計画との不整合が生じないよう留意します。
※整備の実施にあたっては、計画の進捗状況に応じて秋田県と連絡調整を図り、
流域一体となった河川整備を実施します。

雄物川流域図
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雄物川水系河川整備計画の目標

本計画で設定した治水、利水、環境及び維持管理のそれぞれの目標に向け、整備を実施します。
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『上下流及び本支川の治水安全度のバランスを確保しつつ
段階的かつ着実に河川整備を実施し、洪水による災害の発
生の軽減を図る』ことを整備の目標とします。

これにより、昭和以降に発生した代表的な洪水と同規模の
洪水に対して、外水氾濫による浸水被害の軽減を図ることが
可能となります。

 
【　凡　例　】

[整備計画目標流量]　単位：m3/s

河道配分流量　単位：m3/s

　■　：基準点
　●　：主要地点

　　　：既設ダム

　　　：事業中ダム

【　凡　例　】

[整備計画目標流量]　単位：m3/s

河道配分流量　単位：m3/s

　■　：基準点
　●　：主要地点

　　　：既設ダム

　　　：事業中ダム

【洪水等による災害の発生の防止又は軽減】

環 境

【河川環境の整備と保全】

利 水

【河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持】

河川整備基本方針に
基づき、アユをはじめと
する動植物の生息・生育
や良好な水質の確保、
塩害の防止等、流水の
正常な機能を維持する
ために必要な流量の確
保に努めます。

維持管理

【河川の維持管理】
河川及び河川管理施設の状況を的確に把握するとともに、

その状態を評価し、更には状態に応じた適切な管理を行い、
「治水」「利水」「環境」の目的を達成するために必要な機能の
維持に努めます。
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椿川地点
概ね80m3/s

基準地点及び主要地点における河道の配分流量

流域全体の水利用や、本川・支川の流量、
水質等を適切に把握するとともに、限りあ
る水資源の有効利用を図るため、関係機
関との連携により水利用の合理化および
水質汚濁対策を進め、より適切な水利用
が図られるように努めます。

岩崎橋地点
概ね2.8m3/s

河川環境管理基本計画を踏まえ、流域の自然、社会状況の
変化や地域住民、沿線住民の要望等に配慮し、必要に応じて
河川空間の整備・管理を実施します。

また、河道内の樹木等の適正な管理、重要な湿地性植物等
の生育環境に配慮するとともに、回遊性魚類の遡上環境等の
連続性の確保や産卵床の保全等、良好な河川環境の創出・
復元・保全及び生物多様性の保全に努めます。
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河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（１）

秋田県と雄物川流域内市町村の人口推移
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■平成25年
■平成26年

■平成25年
■平成26年

雄物川水系河川整備計画は平成26年11月に策定されました。
整備計画策定から約1年であり、人口や稲作等の社会情勢等に大きな変化はありません。

□ 平成26年11月策定 雄物川水系
河川整備計画での記載内容

□ 平成26年11月策定 雄物川水系
河川整備計画での記載内容

□ 平成26年11月策定 雄物川水系
河川整備計画での記載内容
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河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（２）

過去には昭和19年7月、昭和22年7月、昭和62年8月洪水等により浸水被害が発生しています。近年においては平成19年9月、平成23年6月により
被害が発生しています。

●昭和62年8月洪水の被害状況 ●平成23年6月洪水の被害状況

椿川基準地点（治水）の年 大流量（氾濫戻しダム無し推定）

（河道配分流量）

 

 

 

【出典】（1）秋田県消防防災課調べ、（2）秋田県災害年表、（3）水害統計から記載 

※被害状況：死者・行方不明者、流失・全壊戸数には土砂災害を含む場合が有る（昭和 30 年代以前は内訳不明。 

平成 23 年の全壊戸数 1 戸は土砂災害による）床上浸水戸数、床下浸水戸数には内水によるものを含む 

※実績流量：観測水位から HQ 式を用いて算定 

主な洪水被害

●平成27年9月洪水の水防団活動状況
河川管理者による出水時の巡視において、
大仙市六郷西根地区で漏水を発見。
水防管理者である大仙市と情報共有し、
水防団による水防活動（釜段工）を迅速
に実施することが出来た。

洪水生起年月 気象状況 

基準地点椿川 

被害状況※ 
流域平均 

2 日雨量

(mm) 

ピーク流量 

(実績流量※) 

(m3/s) 

明治 27 年 8 月 前線の停滞 － ― 
死者・行方不明者 334 名、流失・全壊戸数

1594 戸、浸水 18,947 戸 (2) 

明治 43 年 9 月 前線の停滞 206 － 
流失・全壊戸数 6 戸、 (2) 

床上浸水 5,247 戸、床下浸水 2,770 戸 

昭和 19 年 7 月 前線の停滞 222 ― 
死者 11 名、流失・全壊戸数 19 戸、 (2) 

浸水家屋 7,279 戸 

昭和 22 年 7 月 前線の停滞 238 ― 
死者 11 名、流失・全壊戸数 308 戸、 (2) 

床上浸水 13,102 戸、床下浸水 12,259 戸 

昭和 22 年 8 月 前線の停滞 158 ― 
死者 7 名、流失･全壊戸数 113 戸 (2) 

床上浸水 4,335 戸、床下浸水 7,631 戸 

昭和 30 年 6 月 前線の停滞 156 3,811 

死者・行方不明者 8 名、 (2) 

流失・全壊戸数 23 戸 

床上浸水 11,522 戸、床下浸水 21,067 戸 

昭和 40 年 7 月 前線の停滞 126 2,807 
流失・全壊戸数 9 戸、 (1) 

床上浸水 2,885 戸、床下浸水 10,162 戸 

昭和 41 年 7 月 前線の停滞 132 2,218 床上浸水 255 戸、床下浸水 1,181 戸 (1) 

昭和 44 年 7 月 前線の停滞 142 2,485 床上浸水 158 戸、床下浸水 2,147 戸 (1) 

昭和 47 年 7 月 前線の停滞 182 3,298 
流失・全壊戸数 4 戸、 (3) 

床上浸水 1,465 戸、床下浸水 3,439 戸 

昭和 54 年 8 月 前線の停滞 135 2,693 
流失・全壊戸数 1 戸、 

床上浸水 77 戸、床下浸水 1,001 戸 (1) 

昭和 56 年 8 月 台風 15 号 126 2,283 床上浸水 2 戸、床下浸水 9 戸 (1) 

昭和 62 年 8 月 前線の停滞 157 3,258 床上浸水 534 戸、床下浸水 1,040 戸 (1) 

平成 14 年 8 月 前線の停滞 126 2,303 床上浸水 159 戸、床下浸水 351 戸 (3) 

平成 19 年 9 月 前線の停滞 157 3,121 床上浸水 35 戸、床下浸水 238 戸 (1) 

平成 23 年 6 月 前線の停滞 168 3,463 
全壊戸数 1 戸、 

床上浸水 120 戸、床下浸水 325 戸 (1) 

平成 27 年 9 月 低気圧 114 1,766 床下浸水 1 戸 

 

□ 平成26年11月策定 雄物川水系
河川整備計画での記載内容



・平成25年度は、東北管内で１時間 大雨量が100mm以上を、3観測所で観測。（岩

手県雫石町 春木場、秋田県大館市 大渕岱、秋田県鹿角市 鹿角）。

・平成26年度は、石巻雨量観測所で91mm/1hを観測。

（観測開始（1937年）から平成24年度までに、東北地方で 1時間 大雨量100mmを超える雨量を観測
した観測所は３箇所のみ［青森県 小坪川（2003）、宮城県 岳（1997）、秋田県 桂沢(1994)］）

１時間最大雨量 市町村別観測状況

H26.H27年度に
50mm/hを観測

1時間 大雨量
30mm/1h以下

1時間 大雨量
30mm/1h以上

1時間 大雨量
50mm/1h以上

1時間 大雨量
100mm/1h以上

雨量観測所無し

流域界

凡例

・近年、多くの雨量観測所において 大記録が更新。

・秋田県では6市村の雨量観測所で1時間雨量の既往 大が更新。

市町村別1時間最大雨量 更新状況

はるきば おおふちたい かづの

河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（３） ～近年の短時間強雨の発生状況～

・近年（ H25.1～H27.9 ）、雄物川流域において、これまで経験したことがないような短時間の集中豪雨が発生しています。この間、秋田県内では 25市
町村（流域内では8市町村）のうち、6市村（流域内では3市村）で観測所の過去 大の1時間雨量の記録を更新しています。
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秋田県 ７９ １４ ２
大渕岱 【大館市】 （105mm/1h）

鹿角 【鹿角市】 （108.5mm/1h）

県 名 １時間 大雨量の既往 大を更新した観測所がある市町村

秋田県 北秋田市、鹿角市、大館市、仙北市、秋田市、東成瀬村 5
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河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（４） ～平成27年9月洪水の概要及び出水状況～

雄物川流域では、台風18号から変わった低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、9月10日午後から断続的に雨が降り続いた。
湯の岱観測所で累加雨量１２５mmを記録し、大曲橋観測所において、９月期としては観測史上 高水位を記録した。
降り続いた雨の影響により、11日8:20より17:00までの8時間40分の間はん濫注意水位を超過した

‐2

0

2

4

6

8

9/10 1:00 9/10 13:00 9/11 1:00 9/11 13:00

水位
（ｍ） ▼計画高水位

▼はん濫危険水位（レベル4）
▼避難判断水位（レベル3）

▼はん濫注意水位（レベル2）

▼水防団待機水位（レベル1）

【大曲橋水位観測所】

ピーク値4.16m
9/11 13:00

はん濫注意水位
（レベル2）

超過中

9/11 8:20

出典：国交省水位観測データ

観測開始からの9月期 高水位上位10水位
＜大曲橋観測所＞

※平成27年の水位は、暫定値

平成27年
9月10日～11日

4.16

高水位観測日時 （11日13:00）

大曲橋観測所（大仙市小貫高畑）下流を望む（撮影日時：11日11:50）

9月10日1時～11日12時までの累加雨量

平成27年9月11日洪水の累加雨量 大曲橋観測所において9月期 高水位を記録

水位

平成2年 4.15

昭和57年 3.80

平成19年 3.62

平成23年 3.46

平成10年 3.11

平成6年 3.03

平成5年 3.01

昭和59年 2.93

平成25年 2.32

平成11年 2.18

累加雨量
125ｍｍ

時間 大
33ｍｍ

湯の岱観測所雨量グラフ 6

←

雄
物
川

湯の岱雨量観測所



河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（５） ～平成27年9月洪水の概要及び出水状況～

椿川

雄物川

丸子川

排水ポンプ車（2箇所で延べ約4.5時間稼働）により、12,300㎥の内水を
排水。（25mﾌﾟｰﾙ約35杯分に相当）
仮に、排水が行われなかった場合、周辺の地区においては、約2.5haの
浸水が発生したと想定。

①

②

③

④

②浜町排水ピットでの内水排除（大仙市浜町地区）

③角間川排水ピットでの内水排除（大仙市角間川地区）

①大型土のうによる浸水防止対策（大仙市間倉地区）

大仙市間倉地区において、大型土のうを設置し、浸水被害の未然防止対
策を行った。（延長 約50m）

浜町排水状況 角間川排水状況

④効果的な水防活動の実施（大仙市六郷西根中嶋地区）

河川巡視により漏水箇所を発見 水防団による水防活動（釜段工）

水防管理者と
情報共有

7
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河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（６）

椿川基準地点（利水）の渇水流量

渇水被害は昭和48年、昭和53年、昭和57年、昭和59年、昭和60年、昭和62年、昭和63年、平成元年、平成6年、平成11年、平成24年に発生してお
り、取水制限や農作物への影響など、生活に深刻な影響を及ぼしてきました。

●平成6年の渇水状況

●平成24年の渇水状況

水不足で枯れ始める稲（横手市） 給水活動状況（西仙北町）

地割れを起こした水田（横手市） 皆瀬川岩崎橋地点の状況（横手市・湯沢市）

主な渇水被害
渇水年 主な渇水被害の概要 

昭和48年 
・ 秋田県内で干ばつが発生。 
・ このため、稲作 34,042ha、畑作 14,849ha、果樹 3,944ha、養殖魚等に、合わせて 28 億

7,703 万円の被害がでた。 

昭和53年 
・ 上流域を中心とした湯沢市、大森町

おおもりまち

13 市町村(18 水道)では、7 月上旬から 8 月中旬ま 

で高温と日照が続き、渇水による断水や減水が発生し、県内では計 11 億 2,771 万円余
りの被害がでた。 

昭和59年 
・ 上流域の湯沢市、横手市、大森町では、7 月下旬から 8 月上旬まで異常高温と日照りが

続き河川流量の減少。 
・ 利水者に渇水情報を流し、節水を呼びかける。 

昭和60年 
・ 上流域の湯沢市、横手市では、8 月から 9 月まで異常高温と日照りが続き、河川流量が

減少。 
・ 利水者に渇水情報を流し、節水を呼びかける。 

平成元年 

・ 秋田県内の農業用水が不足して、水田の亀裂、水稲の葉先萎縮等が 54 市町村で発生し、
8,855ha に 20 億 3,110 万 9 千円の被害がでた。 

・ また、上流部の湯沢市や横手市、大森町等、14 市町村で水道の給水制度を実施。水不足
による水産被害は、6 市町村で 274 万 7 千円となった。 

平成 6 年 

・ 上流域の横手市及び湯沢市上水道で、渇水による水不足のため減圧給水を実施。(横手
市 30%、湯沢市 15%） 

・ 秋田県内の水田で約 29,000ha が水不足。その中心が、平鹿
ひ ら か

・雄勝
お が ち

地区であった。 
・ 一カ月近くに渡り番水を実施。また、配水・地下水ポンプの購入、運転、井戸の掘削と

多大な経費と労力を費やした。 

平成11年 
・ 中流域の南外

なんがい

村をはじめとする川沿いの 3 町 1 村、150 世帯に給水車による給水を実施。

・ 湯沢頭首工をはじめとする川沿いの 9 頭首工で番水を実施。約 13,500ha(12,400 人)に

影響を与えた。 

平成12年 ・ 中流域の南外村、西仙北町
にしせんぼくまち

、大森町で 6 月下旬から 7 月下旬、8 月始めから 9 月始めに

かけて、給水車による給水を実施した。 

平成13年 ・ 中流域の南外村、西仙北町で 5 月下旬から 6 月中旬にかけて、給水車による給水を実施。

平成18年 ・ 横手市等で 8 月初旬に番水を実施した。 

平成19年 
・ 横手市等で 8 月初旬～中旬にかけて番水を実施すると共に、地区内全域に「節水のお願

い」についてチラシを回覧した。 

平成23年 
・ 湯沢統合堰をはじめとする川沿いの地区で番水を実施。最も番水が長期に及んだ地区で

は、7 月中旬から 8 月中旬にかけて実施した。 

平成24年 

・ 玉川発電所では、玉川ダム貯水位の低下に伴い 92 日間の発電停止。 

・ 成瀬頭首工ならびに皆瀬頭首工がかりのかんがい地区では、地区末端までの用水の確保

が困難となり、水田の地割れ等が生じ、地下水取水による対応や用水路間の流量調整、

番水等が実施された。 

平成27年 
・ 湯沢市山田地区をはじめとする計 5 地区で番水を実施。最も番水が長期に及んだ地区で

は、6 月中旬から 8 月下旬にかけて 74 日間実施した。 

 

□ 平成26年11月策定 雄物川水系
河川整備計画での記載内容



9

河川整備計画における治水対策

河川整備計画に位置付けられている治水対策として、堤防の量的整備・質的整備、河道掘削、成瀬ダム建設があります。

下流部 中流部① 中流部② 上流部

皆瀬川・成瀬川

玉 川

10.0k

20.0k

60.0k

90.0k

100.0k

50.0k

雄物大橋

雄物新橋

秋
田
大
橋

秋
田
南
大
橋

黒
瀬
橋 中

川
橋

新
波
橋

水
沢
橋

福部羅橋

協雄大橋

強首橋

雄物川第二橋

刈和野橋

岳見橋

玉川橋

勝田橋

松倉橋

大
曲
大
橋

姫
神
橋

奥羽本線鉄道橋

大
曲
橋

大
曲
南
大
橋

藤
木
下
橋

藤
木
上
橋

大川橋

雄
物
川
第
一
橋

大上橋

沼館橋

新雄物川橋

今
泉
橋

十
文
字
大
橋

岩
崎
橋

岩
崎
鉄
道
橋

雄
平
橋

京
塚
橋

柳
田
橋

文
月
橋

中
川
原
橋

上
宿
橋

泉沢橋

岩館橋

戸波橋

成瀬大橋

東成瀬村

横手市

湯沢市

羽後町

美郷町

仙北市

大仙市

秋田市

堤防量的整備
10.5～14.2km

堤防量的整備
16.2～21.6km

堤防量的整備
23.6～26.0km

堤防量的整備
26.8～32.2km

堤防量的整備
17.2～17.6km

堤防量的整備
20.0～20.4km 堤防量的整備

21.2～24.4km

堤防量的整備
26.4～30.8km

堤防量的整備
31.0～37.6km

堤防量的整備
34.8～49.8km

堤防量的整備
52.8～56.6km

堤防質的整備
56.5～59.0km

堤防質的整備
68.0～70.3km

堤防量的整備
42.0～48.4km

堤防量的整備
50.2～56.6km

堤防量的整備
60.0～60.2km

堤防質的整備
0.0～0.9km

堤防質的整備
65.0～65.4km
65.9～69.4km

堤防質的整備
0.0～1.2km

堤防量的整備
78.4～81.6km

堤防質的整備
0.9～3.2km

堤防質的整備
0.4～2.2km

堤防質的整備
3.0～3.2km

堤防量的整備
95.4～109.4km

堤防量的整備
107.0～109.2km

対策検討対象固定堰
（山田頭首工）

堤防質的整備
55.7～56.4km

大
久
保
堰

成瀬ダム
建設事業

凡 例

：堤防量的整備
：堤防質的整備
：完成堤防
：暫定堤防
：無堤
：河道掘削箇所

湯
沢
統
合
堰

堤防量的整備
95.2～101.0km

量的整備：無堤箇所の築堤や断面（堤防高や幅）が不足する箇所の堤防の拡築
質的整備：漏水や浸透等に対して安全性を確保するための対策

雄物川水系河川整備計画（大臣管理区間）整備箇所位置図

※位置や範囲については、今後の調査や設計によって変わる場合があります。

河道掘削
1.6～13.1km

河道掘削
13.1～35.6km

河道掘削
41.6～62.2km

河道掘削
1.6～13.1km

河道掘削
13.1～31.4km

河道掘削
36.8～58.4km

河道掘削
96.0～111.4km

河道掘削
95.6～113.6km

河道掘削
82.8～83.2km

河道掘削
8.2～8.8km



134.3km

134.3km

59.9km

60.8km

47.0km

46.1km

0 50 100 150 200 250 300

10

河川整備計画における治水対策の進捗状況

平成26年度内において、無堤部の解消が約0.9kmとなっております。

0 5 10 15 20

堤防の量的整備（築堤） 堤防の質的整備（堤防強化）

河道掘削

■整備済区間
■整備必要区間

■整備済区間
■整備必要区間

全体 66.5km（左右岸合計）

全体 17.7km

kmkm

km

■完成堤防区間
■暫定堤防区間
■無堤区間

全体 241.2km

流下能力達成率

77%

46%

75%

57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

下流部 中流部① 中流部② 上流部

流
下
能

力
達
成

率
（

％
）

（ 河口～椿川 ） （ 椿川～玉川合流点 ） 玉川合流点

～皆瀬川合流点

皆瀬川合流点

～上流

83%

70%

82% 81%
77%

48%

75%

57%

目標流下能力（整備計画）
現況流下能力（H26年度末）

※白字の数値：平成26年3月時点

整備計画
策定時

平成26年
度末現在
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これまでの整備実施箇所と今年度の整備実施箇所
雄物川の河川事業は、河川整備計画に基づき治水安全度の低い中流部の無堤地区の整備を優先し、治水安全度の向
上を図っています。
また、雄物川沿川の洪水被害の軽減を図るため、成瀬ダムの建設を進めております。
前期整備は、昭和62年8月洪水対応の河川整備を優先し、平成27年度は堤防整備・河道掘削及び成瀬ダムの建設を実
施します。

凡 例

：完成堤防箇所
：暫定堤防箇所
：無堤区間
：河道掘削箇所

下流部 中流部① 中流部② 上流部

皆瀬川・成瀬川

玉 川

10.0k

20.0k

60.0k

90.0k

100.0k

50.0k

雄物大橋

雄物新橋

秋
田
大
橋

秋
田
南
大
橋

黒
瀬
橋 中

川
橋

新
波
橋

水
沢
橋

福部羅橋

協雄大橋

強首橋

雄物川第二橋

刈和野橋

岳見橋

玉川橋

勝田橋

松倉橋

大
曲
大
橋

姫
神
橋

奥羽本線鉄道橋

大
曲
橋

大
曲
南
大
橋

藤
木
下
橋

藤
木
上
橋

大川橋

雄
物
川
第
一
橋

大上橋

沼館橋

新雄物川橋

今
泉
橋

十
文
字
大
橋

岩
崎
橋

岩
崎
鉄
道
橋

雄
平
橋

京
塚
橋

柳
田
橋

文
月
橋

中
川
原
橋

上
宿
橋

泉沢橋

岩館橋

戸波橋

成瀬大橋

東成瀬村

横手市

湯沢市

羽後町

美郷町

仙北市

大仙市

秋田市

大
久
保
堰

成瀬ダム
建設事業

湯
沢
統
合
堰

計画断面堤防
134.3km

56%暫定堤防

60.8km
25%

無堤区間
46.1km
19%

（平成27年3月末時点）
※雄物川本川・支川国管理区間を対象

雄物川水系

堤防総延長

241.2km

【堤防の整備率】

堤防量的整備
【新波地区】

堤防量的整備
【中村芦沢地区】

堤防量的整備
【強首地区】

堤防量的整備
【寺館大巻地区】

堤防量的整備
【西板戸地区】

河道掘削
【左手子地区】

河道掘削
【福部羅地区】

堤防量的整備
【西板戸地区】

堤防量的整備
【中村芦沢地区】

堤防量的整備
【寺館大巻地区】

堤防量的整備
【強首地区】

事業着手予定

：平成26年度まで
：平成27年度事業



淀川

協雄大橋

新波橋

【H27】
堤防整備

12

堤防整備

■事業の概要
当該地区は平成19年9月、平成23年6月洪水により浸水被害が発生していることから、昭和62年8月洪水と同規模の洪水に

対して、外水氾濫による浸水被害の軽減を図ることを目的として、堤防整備を実施します。

雄物川中流部① 【新波地区】

H23.6洪水状況

左手子地区

新波地区

新波橋

計画高水位（HWL）

堤防量的整備②
（HWL堤整備）

築 堤 整 備

新波地区

凡例

：平成27年度事業

：平成28年度以降
事業



■事業の概要
当該地区は、平成23年6月洪水により家屋浸水被害が発生していることから、昭和62年8月洪水と同規模の洪水に対して、外水

氾濫による浸水被害の軽減を図ることを目的として、堤防整備を実施します。

H23.6洪水状況

西板戸地区

大仙市

大仙市

大仙市

西板戸地区

大仙市

雄
物
川

雄
物
川

13

堤防整備 雄物川中流部① 【西板戸地区】

【H27】
堤防整備

計画高水位（HWL）

築堤整備
（完成堤整備）

凡例

：平成27年度事業

凡例

：平成27年度事業

：平成28年度以降
事業



【H27】
河道掘削

大仙市
秋田市

新波橋

河道掘削

■事業の概要
当該地区は、平成19年9月、平成23年6月洪水が相次ぎ、浸水被害が発生していることから、昭和62年8月洪水と同規模

の洪水に対して、外水氾濫による浸水被害の軽減を図ることを目的として、河道掘削を実施します。

雄物川中流部① 【左手子地区】

H23.6洪水状況

左手子地区

新波橋

新波地区

河道掘削

事業箇所（河道掘削）

※河道掘削により、河道断面が拡大し流下能力が向上 14

平水位



■事業の概要
当該地区は、平成23年6月洪水で家屋浸水被害が発生したことから、昭和62年8月洪水と同規模の洪水に対して、外水氾濫

による浸水被害の軽減を図ることを目的として、河道掘削を実施します。

大仙市

H23.6洪水状況

大仙市

15

河道掘削 雄物川中流部① 【福部羅地区】

【H27】
河道掘削

河道掘削

事業箇所（河道掘削）

※河道掘削により、河道断面が拡大し流下能力が向上

平水位



問題・現況

• 雄物川は、河道内にワンドが数多く形成され、多様な動植物
の生息・生育・繁殖環境の場として良好な河川環境が形成さ
れています。

• 特に、ワンドは、本川とは異なる環境を有し、河道内に生育す
る種の多様性に大きな役割を果たしており、絶滅の危険性の
高いトミヨ属やタナゴ類の魚類、ミクリ等の湿性植物等の生
息・生育・繁殖環境として極めて重要です。

• しかし、近年、底泥堆積や樹林化等により、ワンドの劣化、消
失が進行し、多種多様な生物の生息が困難な環境となってい
ます。

• このことから、ワンド等水際部湿地環境の保全・復元により、
魚類や植物の生息・生育・繁殖環境の保全（生物多様性の保
全）を図ります。

H13

事業の概要

○事業年度 平成２６年～平成３５年
○事業全体の内容 ワンド等水際部湿地保全

H20 現在

河川環境整備 【雄物川上流 自然再生】

ワンドの劣化及び減少

雄物川河川環境検討会

雄物川の河川環境の創出・復元・保全にあたり、学識者を構
成員とした「雄物川河川環境検討会」を設立し、指導・助言を
踏まえながら実施。

ゼニタナゴの確認状況

ゼニタナゴの産着卵が確認された二枚貝

平成17年度に河川水辺の国勢調査(国土交
通省)の際、大仙市内のワンドで1個体を確認
していたが、その後、平成22年度に補足調査
を実施したものの、再確認には至っていなか
った。

しかし、平成26年に学識者の助言をもとに再
度ゼニタナゴの生息・繁殖状況確認調査を行った結果、1か所でゼニタナゴの産着卵が確認され、
雄物川での確認は平成17年度の調査以来9年ぶりとなった。本年度も追跡調査を実施中。

本年度の検討スケジュール（案）

「雄物川河川環境検討会」
・平成２７年度は、雄物川自然再生計画書（案）に基づき、モニタリング調査の方針及び調査結
果等について、年度内２回開催予定。（平成27年11月、平成28年2月の計2回開催予定）

「ワークショップ」
・雄物川におけるワンド等の重要性について関係者で共通認識を図るため、地域・愛護団体や
地域住民等をメンバー（案）としたワーキングを年度内１回開催予定。
（平成27年度１回、平成28年度2回の計3回開催予定）
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河川管理を適切に実施するためには、河川の状態を把握することが必要となります。このため、水文・水質調査
や河道の縦横断測量、及び河川巡視等を継続的・定期的に実施し、河川維持管理に活用しています。

■水文観測調査

河川の維持管理（１）

17

【実施項目】
・水文観測調査（水位・流量・水質等）（継続的に実施）
・河道状況の把握（概ね5年毎に実施）
・洪水後（洪水時）の状況把握（河道の変化、施設の変状確認）
・河川の巡視点検（通年通して実施）

船上巡視状況

椿川水位観測所 流量観測実施状況

定期横断測量の状況

■河川の巡視点検 ■河道状況の把握

■洪水後の状況把握

横断測量による河道の経年変化の把握

洪水前後の河口部の状況

洪水時（H23.6.25） 洪水後（H23.8.10）

雄
物
川→

 103.4
 (T.P.m)

 80

 82

 84

 86

 88

 90

 92

 94

 96

 -100  0  100  200  300

 HWL 88.470m

※右岸河岸侵食傾向（H25以降河岸侵食が進行）
（H18→H23→H24→H25約10m→H26約8m）

澪筋が右岸側に移動し、砂州の堆
積に伴い河岸侵食が進行

 横断面

 H18
 H23
 H24
 H25
 H26

103.4k



河川の維持管理（２）
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【実施項目】
・堤防の維持管理（堤防除草・補修・天端舗装）
・樋門・樋管等の維持管理
・護岸の維持管理
・その他施設の維持管理

堤防除草状況
委員会（現地確認）の様子

河川巡視や堤防点検等により、河川管理施設の状態を把握し、必要に応じた補修等を実施して河川管理施設の維持に努めています。

■堤防法面の植生管理においては、有害種であるイタドリの繁茂により堤防点検時の目視の
支障、芝の減衰による法面の裸地化などの問題が発生しており、対策が課題となっている。
■このような状況をふまえ、低コストでイタドリを対策する適切な手法を検討し、運用方法を
作成することを目的として、H26年度より「河川堤防植生管理検討委員会」を設立して検討を
行っている。

河道の変動、河岸の浸食、護岸、根固等の変状を早期に把握し、機動的かつ効率的に補修等を実施します。

伐採前（支障あり）
伐採前後のカメラ画像(H26伐採箇所）

伐採後
伐採後の再繁茂対策とモニタリング

再繁茂対策試験施工 追跡調査

■河道内樹木が河川の流れを阻害したり、カメラによる監視の支障にならないように計画的
伐採を実施。
■樹木伐採にあたっては、「雄物川・子吉川の樹木伐採に係る検討会」により、学識経験者
からの指導、助言をいただき、河川環境の保全に配慮。
■樹木伐採後の再繁茂を抑制し、効率的な樹木管理を行うため、
再繁茂抑制対策の試験施工と追跡調査（モニタリング）を実施している。

【実施項目】
・河道管理
（適正な河道断面を確保し、河川管理施設が常に

機能を発揮できるよう、堆積土砂撤去等を実施）
・樹木管理
（樹木の生長や繁茂の状況を定期的に調査し、必

要に応じて伐開等の樹木管理を実施）

イタドリ対策の効果（薬剤を用いた対策の事例）
樋門樋管点検状況



第１回河川堤防植生管理検討委員会（H27.3.25)

河川堤防の現状、従来のイタドリ除去
イタドリ対策等における除草剤使用
委員会スケジュール

第2回河川堤防植生管理検討委員会（H27.6.8)

第１回検討委員会の指摘事項に対する回答
イタドリ対策の試験、調査計画の提示

委員会の様子 委員会（現地確認）の様子

現在、河川の堤防法面植生は目視点検の容易性などから野芝により行われている。
野芝は雑草に対して競争力が弱く、特にイタドリによる野芝の衰退が多く見られ、法面の裸地化など問題が発生している。
従来は大規模な土工を伴う芝張替により対策を実施しているが地下茎等を完全に除去できない場合も有り、完全除去には至っていない。

このような状況を踏まえ低コストである薬剤を用いたイタドリ対策について、適切な手法を検討し、運用方法（案）を作成することを目的に「河川堤
防植生管理検討委員会」を設立。

第3回河川堤防植生管理検討委員会（H27.12予定)

イタドリ対策試験施工のモニタリング結果報告
試験施工結果に基づく対策運用（案）の検討

①薬剤はイタドリの茎へ直接”注入“す

る構造であるが、周辺植生への影響が
無いか今後の試験にて分析を実施。

②試行箇所では３年後もイタドリの再繁
茂は確認されず効果が高い結果となっ
ている。

（現在実施中の試験にて薬剤の適正な
希釈倍率、注入時期等の検討を行い、
効果的で安価な方法を把握する）

■植物への薬剤注入装置概要

■除草剤を利用した効率的なイタドリ対策の試行状況
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河川の維持管理（３）
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20皆瀬川新岩崎橋地点（H27.8.10）

雄物川H27.7～8月流況

■雄物川水系渇水情報連絡会

渇水情報連絡会開催状況（H27.7.16開催）

雄物川水系渇水状況連絡図

ダムからの補給、関係機関と連携した水利用調整等により、河川環境の保全や広域的かつ合理的で適切な水利用の促進を図りながら、流水の正
常な機能の維持に努めています。

渇水発生時の被害を 小限に抑えるために、「渇水情報連絡会」を開催し、関係機関及び利水者間の連携強化を図り渇水被害の軽減、河川環境
の悪化防止に努めています。

■雄物川渇水状況

雄物川椿川地点（H27.8.10）

記者発表資料

平常時の状況平常時の状況

H元累加雨量（4月～）

H24累加雨量(4月～）

H27累加雨量(4月～)

平成元年流量

平成24年流量

平成27年流量

正常流量

H27.7.9
渇水対策
支部設置

H27.8.31
渇水対策
支部解除

■平成27年の渇水状況
例年と比べて5月下旬から降雨が少なく、河川流量が低下しており、

利水に深刻な影響が懸念されたため、7/9に渇水対策支部を設置した。
支部設置後は番水の実施や取水量の節水に協力頂き、8/31に渇水対策

支部を解除した。



河川環境の整備と保全

21

水辺の国勢調査（底生動物調査）

■特定外来生物の駆除状況

河川工事や堤防除草作業等を実施する際は、「特定外来生物によ
る生態系統に係る被害の防止に関する法律」に基づく防除を実施し
ています。

雄物川の河川環境の整備・保全を適切に実施していくため、「河
川水辺の国勢調査」や多自然川づくり施工箇所等の環境モニタリ
ング調査を継続して実施しています。

【実施項目】
・河川水辺の国勢調査
・多自然川づくり施工箇所等調査

雄物川の水質の状況を監視及び把握するために、定期的な水質
調査を継続的に実施するとともに、観測結果の情報提供や共有
化により、良好な水質の維持に努めています。

水質経年変化（椿川地点）

オオハンゴンソウ駆除状況 アレチウリ駆除状況
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■黒瀬橋（椿川）

環境基準A類型
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水辺の国勢調査の年度別実施一覧



新たなステージに対応した防災・減災のあり⽅
15

H27.1.20国土交通省記者発表資料

危機管理体制の整備・強化（１）

22



• H27水防法の改正により、多発する浸水被害への対応を図るため、ハード・ソフト両面及び官民連携による浸水対策を推進します。
• ⼤規模⽔害に備えた、タイムライン（防災行動計画）の策定により、住民・企業・自治体・政府の役割を明確にし、時間経過に応じた行

動計画を策定します。

⽔防法の⼀部改正及びタイムライン

タイムラインとは、災害対応に従事する機関において、時間軸に従って国、自治
体、住民等が想定される被害に対して「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確
にし、時間経過に応じた行動計画を策定したもの。

H27改正の概要 タイムライン（防災行動計画）

※多発する浸水被害への対応を図るため、ハード・ソフト両面からの対策を推進する。

下水道の維持修繕基準を創設するとともに、事業計画の記載事項として点検の方法・頻度を追加

地方公共団体の要請に基づき、日本下水道事業団が、高度な技術力を要する管渠の更新等や管渠の
維持管理をできるよう措置、併せて代行制度を導入
下水道管理の広域化・共同化を促進するための協議会制度を創設（構成員は協議結果を尊重）

３．持続的な機能確保のための下水道管理

下水道の暗渠内に民間事業者による熱交換機の設置を可能とする規制緩和を実施

４．再生可能エネルギーの活用促進

タイムライン（防災行動計画）(案)の策定例（大仙市）

危機管理体制の整備・強化（２）

前線に伴う洪水等を対象とした、直轄河川管理区間沿川の市町村の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）(案)

湯沢河川国道事務所 住民等大仙市気象・水象情報

水防団待機水位到達
神宮寺水位観測所（水位3.5m）
大曲橋水位観測所（水位2.5m）

雄物川橋水位観測所（水位2.0m）
長野水位観測所（水位2.3m）

水防警報（待機・準備）

氾濫注意水位到達
神宮寺水位観測所（水位5.0m）
大曲橋水位観測所（水位3.4m）

雄物川橋水位観測所（水位3.0m）
長野水位観測所（水位2.9m）

警戒体制

避難判断水位到達
神宮寺水位観測所（水位5.5m）
大曲橋水位観測所（水位6.0m）

雄物川橋水位観測所（水位4.2m）
長野水位観測所（水位3.7m）

洪水予報（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
神宮寺水位観測所（水位5.7m）
大曲橋水位観測所（水位6.2m）

雄物川橋水位観測所（水位4.5m）
長野水位観測所（水位4.0m）

洪水予報（氾濫危険情報）

水防警報（出動）

避難勧告

避難準備情報

堤防天端水位到達・越流 洪水予報（氾濫発生情報） 避難指示

要援護者避難開始

◇大雨・洪水警報発表

○前線（大雨）に関する気象庁記者会見

避難開始

■リエゾンの派遣

■水防警報（指示）

緊急復旧、堤防調査委員会設置

■災害対策機械の派遣

◇降雨予報‐48h

‐24h

‐4h

‐3h

0h

‐2h

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○警鐘信号、サイレン信号、広報車等に
よる避難準備情報の受信

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

【警戒体制】

【非 常体制】

■漏水・侵食情報

避難解除
※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。

○災害・避難カードの確認

○自宅保全

◇大雨と雷に関する秋田県気象情報（随時）

■秋田地方気象台より情報提供

‐6h

○施設（堰､樋門樋管等）の操作

○出水時点検（巡視）

○CCTVによる監視強化

○防災エキスパートの要請

○出水時見地調査

○被害状況の把握（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動

○被害状況・調査結果等の公表

■ホットライン

【体制準備】

※3時間予測で今後の水位上昇を確認、注意体制の準備に入る

○前線（大雨）に関する気象庁記者会見

○CCTVによる監視強化

○応援体制の確認（防災エキスパート等）

◇大雨特別警報発表

【注意体制】

○消防団、広報車等より、
避難指示・避難勧告を受信

○要援護者の避難開始、
○要援護者以外は避難準備開始

■水位の見込み情報

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

○防災グッズの準備

◇大雨注意報・洪水注意報発表

○施設（堰､樋門樋管等）の点検､操作確認

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認 ○関係機関の体制確認

○高水流量観測体制の確認 ○ダム放流状況の把握

○河川工事の中止､機材撤収、安全確認

準備体制

■ホットライン（秋田地方気象台）

氾濫発生

○前線（大雨）に関する気象庁記者会見

※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。
※時間経過や対応項目については想定で記載しており、各地域や自治体の体制及び想定する気象経過に応じた検討が必要である。

基準水位見直し後

最終的な危険回避行動

非常体制

避難完了

■ホットライン

■防災担当者は自宅待機（夜間の場合は必要に応じ宿直対応）

■建設部職員は自宅待機 ■消防団員等は自宅待機

■丸子川排水班［心の準備メール（待機）］

■関係機関との連絡・調整

■関係課長のミニ会議（総合防災課・道路河川課・農林振興課）

■水防対策室設置（１次参集） ■関係課長打ち合わせ

■建設部・各支所による現場パトロール開始

■丸子川排水班［心の準備メール（準備）］

■避難準備情報の発令判断（夜間・早朝の場合）

■避難所担当者へ事前連絡 ■要配慮者利用施設への情報提供

■水防対策部設置（２次参集） ■関係部長の登庁

■関係部課長打ち合わせ ■避難所の開設準備

■建設部・各支所による現場パトロールの強化

■消防団員等出動 ■丸子川排水班［出動メール（出動）］

■要配慮者利用施設へ洪水予報伝達 ■休校の判断・体制の確認等

■水防本部設置（３次参集） ■市長（代理者）の登庁

■必要に応じ助言の要請（避難準備情報に向けて）

■避難準備情報の発令 ■関係部課長会議（本部会議）

⇒防災ネットだいせん・広報車・マスコミ・ＣＦＭ 等

■避難所の開設

■リエゾン・警察官・消防署員の水防本部内での活動

■災害対策用排水ポンプ車の配備・出動

■必要に応じ助言の要請（避難勧告に向けて）

■関係部課長会議（本部会議）

■避難勧告の発令

⇒防災ネットだいせん・広報車・マスコミ・ＣＦＭ 等

■消防長・消防団長の登庁

■避難指示の発令

⇒防災ネットだいせん・広報車・マスコミ・ＣＦＭ 等

■自衛隊への派遣要請 ■他市町への応援要請

■避難者への支援

■防災担当者は情報収集開始（雨量・河川水位等）

■関係各課・消防署・消防団員等への情報提供

■水防資機材の確認及び確保

○必要により、２階等の安全確保
（垂直避難の準備）
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策定済市町村：秋田市・大仙市・横手市・湯沢市・羽後町・美郷町



○水防活動への支援強化

• 関連機関との連携
出水期前に重要水防箇所の合同巡視や情報伝達訓練を実施しています。
大規模な水災害による被害を最小化するため、流域内の市町村と連携

し、災害が発生することを前提とした防災行動計画（タイムライン）を策
定しました。

• 迅速な災害復旧体制の構築
大規模な災害に迅速かつ効果的な対応を行うため、専門的知識を持って

いる防災エキスパート等との協力体制を強化しています。
災害時協力団体と災害時の応急復旧対策に関する協定を結ぶことによっ

て、迅速な災害対応の体制づくりを行っています。

○防災活動への支援強化

• ハザードマップの作成
地域住民における防災意識の向上を図るほか、市町村がハザードマップ

を更新する際の技術的支援を行っています。

危機管理体制の整備・強化（３）

○洪水に対する対応

• 情報伝達訓練の実施
洪水被害の未然防止及び軽減のため、確実な情報伝達が出来るよう関係機
関と連携し、情報伝達訓練を実施するとともに、防災担当者の危機管理能
力の向上を目的とした洪水危機管理演習等を実施しています。

• 洪水発生時の対応
大規模な内水氾濫が発生した場合には、東北地方整備局管内に配備され

た排水ポンプ車等を機動的に活用し、迅速かつ円滑に内水被害を軽減する
よう努めています。

洪水時の被害を軽減するために、住民の防災に対する意識の高揚を図っています。
関連機関と連携して水防活動の支援強化を図り、洪水等に備えています。

地方整備局や
地方自治体等

防災エキスパート
防災エキスパート

事務局

連絡体制

支援

要請

要請・登録

地方整備局や
地方自治体等

防災エキスパート
防災エキスパート

事務局

連絡体制

支援

要請

要請・登録

出水時における情報伝達訓練の実施 排水ポンプ車の操作訓練

関係機関による重要水防合同巡視 防災エキスパートの協力体制
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地域住民の方に、洪水時にどのくらい浸水が予想されるか
認識して防災意識を高めていただこうと、大仙市役所など
市街地に想定浸水深を期間限定で表示。

危機管理体制の整備・強化（４）

1.0m以上
想定浸⽔深

この場所は雄物川がはん濫すると
1.0m〜2.0m浸⽔する
可能性があります

⼤仙市／Daisen city

【トピックス】平成２７年５月 水防月間の取り組み

大仙市防災備蓄倉庫

消防機械器具置場

大仙市水防倉庫

国交省
大曲出張所

大仙市役所

25
出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp）

想定浸水深を表示した施設

大仙市水防倉庫

大仙市役所



一般住民によるボランティア清掃

■河川利用者のモラルや安全意識の低下による、不法
投棄行為や河川における事故が発生している中で、行
政と地域住民が一体となって河川環境の保全や安全な
河川利用に取り組むことが重要。
■地域住民、地元小中学生等の参加による河川清掃が
毎年実施されている。

河川愛護モニターによる啓発活動

■地域住民を「河川愛護モニター」として委嘱
し、日常生活の中で知り得た河川に関する情報
（不法投棄や河川利用の状況）を提供いただくと
ともに、地域住民の方々へ河川愛護思想の啓発を
実施していただいている。
■愛護モニターからの情報を通じて、一般住民の目
線からの河川利用や河川整備、河川環境に関する要
望を把握し、適正な維持管理につとめる。

【愛護モニターの活動状況】
・委嘱人数 ４名 ・担当区間 ２０．２km

住民参加と地域との連携による川づくり（１）
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▲ 清掃実施状況【H27.7月 雄物川一斉ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ（湯沢市）】

▲ 回収ゴミの状況【H27.7月 雄物川一斉ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ（湯沢市）】

▲ 清掃実施状況【H27.5月 雄物川流域一斉清掃（秋田市）】
平成26年度 平成27年度

活動実施回数 10回 19回

参加団体数 延べ26団体 延べ50団体

参加者人数 延べ2,216人 延べ2,382人

ゴミ回収量 約15t 約14t



堤防除草の市町村委託

■地域住民と一体となった河川管理を推進していくため、堤防の除草作業を地元自治体
（秋田市・大仙市）に委託実施している。

■地域住民が自らの手で堤防除草を実施することにより、日常の河川管理への関心、自
主的な地域防災意識が高まるほか、一般業者への委託よりも費用が低コストとなるた
め、維持管理費用の削減にも繋がっている。

▲ 地域住民による堤防除草の様子

伐採木の無償提供

■河道内の樹木管理による伐採によって発生した
伐採木を一般の方々へ無償提供し、処分費用の削
減と資源の有効利用を図る。

■堤防の維持管理による除草によって発生した刈
草を一般の方々へ無償提供し、処分費用の削減と
資源の有効利用を図る。

【平成２６・２７年度の実施状況】
・除草委託面積 約289,600m2（延べ面積）

堤防刈草の無償提供

住民参加と地域との連携による川づくり（２）
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▲ 伐採木提供の様子

▲ 刈草提供の様子

▲ 伐採木の仮置状況

▲ 堤防刈草の集草（梱包）状況

平成26年度 平成27年度

伐採木提供人数 59人 53人

提供数量 146台（軽トラ ック換算） 250台（軽トラ ック換算）

平成26年度 平成27年度

伐採木提供人数 16人 13人

提供数量 568,000m2 345,400m2



河川における安全利用点検の実施

■地域住民等が日常的に利用する河川敷や河川公園にお
いて、設置施設等の損傷などにより、安全な河川利用に支
障が生じないよう、水辺の安全利用点検を実施しています。

■河川管理者と施設設置者とが合同で点検を実施し、危険
等が確認された箇所は直ちに応急処置等を行い、場合に
よっては利用の規制なども含め、必要な対策を講じることで
利用者の安全を確保します。

大曲花火大会会場の合同パトロールの実施

■全国有数の花火競技大会である「大曲花火大会」が
実施される雄物川河川敷において、悪質な場所取り行為
等の予防・早期発見に向けた取り組みを実施。

■関係機関による巡回パトロールの強化、悪質行為の
禁止看板の設置などを積極的な広報を実施。

■期間中に発見された悪質行為には、迅速に写真付き
の警告看板を設置し啓発効果を発揮。

※Ｈ２７年の悪質な場所取り行為は０件（H25年：20件、
H26年：1件）となっており、継続的な取り組みの効果が発
揮されている。

▲ パトロール強化の記者発表資料 ▲ 悪質行為への警告看板

住民参加と地域との連携による川づくり（３）
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▲ 不具合の発見（安全柵チェーン） ▲ 処置（復旧）の実施状況

▼ Ｈ２７ＧＷ前安全利用点検の状況

【Ｈ２７年度の実施状況】
・ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ前点検（4/16,20日）
・夏休み前点検（7/8,10日）



小中学生による水生生物調査

■川の中の生物の生息状況を調査することにより、河川の水
質を把握し、調査を通じて川と親しみながら河川愛護、水質保
全等への関心を高めてもらうことを目的に水生生物調査を実
施しています。

「総合的な学習の時間」への活動支援

■身の回りにある現状から自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら
考え、主体的に判断して問題解決を学ぶ「総合的な学習の時
間」のテーマとして、雄物川を選定した小・中学校での活動を支
援しています。

住民参加と地域との連携による川づくり（４）
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▲水生生物調査の様子（横手南小学校）

▼湯沢河川国道事務所での
活動支援（湯沢南中学校）

▲十文字第一小学校での
活動支援

月日 学校名 人数 月日 学校名 人数

7月29日 横手明峰中学校 19人 7月14日 睦合小学校 8人

8月1日 神岡小学校 6人 9月9日 横手南小学校 26人

8月1日 豊岩小学校 5人

平成26年度 平成27年度

月日 学校名 実施場所 人数 月日 学校名 実施場所 人数

7月4日 睦合小学校 雄物川河川敷 9人 8月26日 十文字第一小学校 十文字第一小学校 65人

7月11日 大森小学校 大森小学校 54人 10月2日 湯沢南中学校 湯沢河川国道事務所 5人

7月18日 十文字第一小学校 雄物川河川敷 59人 10月8日 種平小学校 種平小学校 16人

8月29日 十文字中学校 十文字出張所 5人

9月2日 増田中学校 増田中学校 11人

9月3日 勝平小学校 勝平小学校 60人

9月18日 横手明峰中学校 湯沢河川国道事務所 8人

平成27年度平成26年度



河道掘削

①計画時点での土量配分計画
河川整備計画の計画時点で、河道掘削土量と築堤盛土量を同程度の土量とし、掘削土を堤防盛土に全量流用する計画とし

ているため、河道掘削後の掘削残土処理費用、築堤盛土材の購入土費用がコスト縮減となる計画となっています。

②掘削土利用の工夫
河道掘削土が、そのままの状態では堤防盛土に使用できない土質の場合でも、掘削土の捨て土・盛土材の購入はせずに、砕

石の投入による粒度分布の調整、仮置きによるばっ気を行い、堤防盛土に使用できる土質に改良し盛土材として使用します。
このことで、捨て土費用、購入土費用をコスト縮減します。

コスト縮減の取り組み
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河道掘削状況（秋田市新波地区） 河道掘削
【新波地区】

・掘削土の粒度調整
（砕石投入による互層処理）
・堤防盛土に使用

【強首地区】

掘削土の運搬

砕石との互層処理状況 砕石投入後の仮置土

河道掘削イメージ

平水位以上の掘削

河道掘削 掘削土の流用状況（例）

秋田市

大仙市



国土交通省 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所

成瀬ダム完成予想図 現場見学の様子 工 事 の 様 子

付替トンネル（夢仙人トンネル） 仮排水路呑口 仮排水トンネル吐口
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［秋田県］

成瀬ダム

雄物川流域図

ダムの諸元

①洪水調節
成瀬ダムの建設される地点における計画高水流量460m3/sのうち、410m3/sの洪水調

節を行います。

②流水の正常な機能の維持
成瀬ダム下流においては流況が安定していないため、流水の正常な機能の維持を図る

目的で、既設ダムと合わせ必要な流水の補給を行い、皆瀬川の岩崎橋地点において、
概ね2.8m3/sの確保に努めます。

③かんがい
雄物川右岸の平鹿平野の約10,050haの農地に安定したかんがい用水をの補給しま

す。

④水道（湯沢市、横手市、大仙市）
湯沢市、横手市、大仙市に対し、13,164m3/日の安定した水道用水を供給します。

⑤発電（秋田県）
成瀬ダムの建設に伴って新設される成瀬発電所（仮称）において、 大出力3,900kwの

発電を可能とします。

ダムの目的

ダムの位置
秋田県雄勝郡東成瀬村
（雄物川水系成瀬川）

◆ダム型式：ロックフィルダム
高さ113.5m
堤頂長690m
堤体積11,958千ｍ3

事業費及び工期

◆事業費
約1,530億円

◆工 期
昭和58年度～平成36年度

成瀬ダム事業概要

流水の正常な機能の維持
26,500千m3

かんがい 28,300千m3

発 電 （ 56,000千m3 ）

EL 534.50m
▽サーチャージ水位 EL 527.80m

▽常時満水位 EL 518.60m

▽ 低水位 EL 465.30m

基礎岩盤 EL 421.00m

洪水調節容量 19,000千m3

利水容量 56,000千ｍ3

水 道 1,200千m3

堆砂容量 3,500千m3

有効貯水容量

75,000千m3

総貯水容量

78,500千m3

貯水池容量配分図 32



昭和58年 4月 実施計画調査開始（秋田県）

平成 3年 4月 国直轄事業に移行

平成 9年 4月 建設事業着手

平成13年 5月 基本計画官報告示（H13.5.29：国土交通省第887号）事業費：1,530億円 工期：平成29年

平成13年 10月 下流工事用道路工事着手

平成14年 5月 ダム指定（H14.5.7：政令第165号）

平成15年 3月 用地補償基準妥結

平成17年 3月 国道342号付替工事着手

平成20年 1月 「雄物川水系河川整備基本方針」策定（H20.1.28）

平成21年 3月 仮排水トンネル 着手

平成21年 12月 下流工事用道路完成（供用開始）

平成21年 12月 検証の対象となるダム事業に選定

平成22年 11月
「成瀬ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」設置（H22.11.17）

H22.11.17からH24.11.20まで5回の「検討の場」を開催

平成24年 4月 国道342号一次供用区間開通

平成24年 8月 仮排水トンネル 完成

平成25年 1月 ダム検証に係る対応方針決定（継続） （H25.1.25）

平成26年 3月 基本計画（第1回変更）告示（H26.3.12：国土交通省第304号）事業費：1,530億円 工期：平成36年

平成26年 4月 成瀬ダム工事事務所 開所

平成26年 11月 雄物川水系河川整備計画（大臣管理区間） 策定

なるせ

事 業 経 緯
総事業費：約１，５３０億円
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地山対策工（河道切替）工事用道路（管理用通路）

至横手市

国道３４２号

国道３９７号

至奥州市

岩
井
川

下
流
工
事
用
道
路

成 瀬 川

至一関市

国道３４２号

赤 川

北
ノ

俣
沢

岩
井
川Ⅰ

工
区

岩
井
川Ⅱ

工
区

平成26年度迄

平成27年度

平成28年度以降

凡 例

ダム堤体

転流工

国道３９７号

凡 例

橋 梁

ト ン ネ ル

現 道

河 川

ダ ム 貯 水 池

付替国道 L=5.3km

進入路外工事

工事用道路

２号トンネル Ｌ＝1.8ｋｍ

２号橋 Ｌ＝160ｍ

掘削工事

（赤川地区）地山対策

成瀬ダム 平成２７年度 工事概要図

Ｈ２７ 施工箇所

○工事用道路工事（右岸、左岸）
○進入路外工事（掘削、左岸工事用道路、左岸伐採）
○掘削工事（赤川地区）
○国道付替整備工事（２号橋工事用進入路、上流迂回路）
○２号トンネル工事

２号トンネル工事（予定）

工事用道路工事

（左岸）

工事用道路工事

（右岸）

付替国道一次供用区間 L=3.2km（供用開始日：平成24年4月27日）

仮排水トンネル（上段L=906.4m、平成24年7月完成）（下段L=952.4m、平成24年8月完成）

国道付替整備工事

（2号橋工事用進入路）

進入路外工事

（左岸伐採）

進入路外工事

（左岸工事用道路）

国道付替整備工事

（上流迂回路）
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成瀬ダム建設事業 進捗状況（主な完成施設）

（H24.4供用開始）

（H24.4供用開始）

（夢仙人大橋）（夢仙人トンネル）

（H24完成）

夢仙人大橋（４径間PCラーメン橋）

夢仙人トンネル

-4-

完成施設

凡 例

未完成施設 35

上段トンネル 下段トンネル



Ｈ２６．９撮影

-5-

成瀬ダム 本体工事道路工事の進捗状況

❶

❷
❸

❹

❺ 上流迂回路

凡 例

●番号：状況写真

H26.11.10

H26.11.05

H26.12.01

H26.09.14

H26.11.10
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ライトトラップ法－－－－－夜間に灯火に集まる陸上昆虫類の習性を利用して採集する方法。

成瀬ダム 環境調査の実施状況

〈捕獲確認〉

両生類・爬虫類鳥類哺乳類

〈ラインセンサス法〉

魚類 昆虫類 植物

〈ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲﾝ法〉

〈目視確認〉

足跡

〈投網による捕獲確認〉 〈ﾗｲﾄﾄﾗｯﾌﾟ法〉

フィールドサイン法－－－足跡、糞、食痕、巣、爪痕、抜毛、掘り返し等のフィールドサインから確認する方法。

ラインセンサス法－－－－あらかじめ決められたルート上を歩いて、一定の範囲内に出現する鳥類を姿や鳴き声により識別し、種別個体数を計数する方法。

成瀬ダムでは、ダム建設が周辺環境に与える影響を把握するため、各種の環境調査を実施しています。
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成瀬ダム 地域との交流

◆東成瀬村との調整会議
毎年、ダム建設予定地の東成瀬村と調整会議を行い、意思疎通・情報共有を図りながら、事業を進めています。

会議風景 副村長挨拶 事務所長挨拶

◆わくわくお天気教室の開催
上下流交流の一環として、東成瀬村（水源地）と横手市（受益

地）の小学生が交流するイベントを行いました。

寺川・竹下 両気象予報士による
お天気教室の様子

仮排水トンネルの

前で記念撮影

◆現場見学会の実施
第47回「東成瀬村産業祭」に合わせて、成瀬ダム仮排水ト

ンネルの現場見学会を行いました。

現場の説明を

熱心に聞く参加者
仮排水トンネルの中を

見学している様子
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成瀬ダム コスト縮減の取り組み(1)

● 橋脚周辺の長大な
切土を避けるため、竹
割工法を採用。

これにより、工事費の
削減、工期の短縮及び
自然環境や景観 に与
える影響を小さくした。

●従来工法ではなく、
３Ｈ工法を採用。

これにより、工期の短
縮とそれに伴う工事費
の削減及び従来工法と
同等以上の耐震性確保
が出来た。

①竹割工法 ②３Ｈ工法

●カゴマットの中詰石
当初、購入材（割栗石）により計画していたが、床堀による現

地発生材をふるい分け試験により所定の粒径を確保のうえ使用
することでコスト縮減を図った。

①カゴマット ②法面工

●法面工の材料
植生基材吹付の実施にあたり、準備工で発生した伐採木を

チップ化して材料とすることにより、コスト縮減を図った。 39



○標準機械
・バックホウ（０．６ｍ3）
・ダンプトラック（１０ｔ）

○H27成瀬ダム赤川地区掘削工事
・バックホウ（３．８ｍ3）
・ダンプトラック（４０ｔ）

①掘削等、土工における大型重機による効率化
通常の工事では、標準機械を使用するのに対し、H27成瀬ダム赤川地区掘

削工事では重ダンプや大型のバックホウ等を使用し、作業の効率化を図って
いる。

今後は、ダム本体工事を始め大規模化な工事が本格化することから大型重
機による施工を実施する予定。

②伐採における仕分け
枝葉等（有価物以外）の一般への提供等を

行うことにより、運搬費及び処分費を縮減で
きる。

今後は、一般の方々への働きかけを実施す
る予定。

※伐採木は、現在、幹等（有価物）と
枝葉等（有価物以外）に仕分けして、
現地に仮置している。（右写真→）

幹等（有価物）

枝葉等（有価物以外）

成瀬ダム コスト縮減の取り組み(2)
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成瀬ダム コスト縮減の取り組み（3）

●Ｈ２５年度（～Ｈ２６年度）に施工した工事用道路のうち、赤川の左右岸を結
ぶ渡河施設について、一般的な工法の他、砂防事業で活用されている砂防ソイル
セメント(※)工法を含めた工法比較を行い、総合的に判断し砂防ソイルセメント
工法を採用し施工を行った。
十分な量の適質な現地発生材料があれば有効な工法である。
また残存型枠の使用により効率化も図られた。

※砂防ソイルセメント：現地発生土を有効活用して経済性も良く、セメントと
混合またはコンクリートの骨材として使用することで、材料費を抑えることが
出来る。

※土構造は河道内で、越水の可能性もあるため対象外とした。

成瀬ダムでは、新技術活用、現地発生材の使用、工法比較の他、様々な角度から施工
の合理化、コスト縮減の可能性を模索・検討しています。
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平成27年11月16日

玉川ダム管理所

第９回 雄物川水系学識者懇親会
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玉川ダムの概要

◆玉川ダムは、平成2年に完成した流域面積287km2、有効貯水量229,000千m3の多目的ダム
(洪水調節、流水の正常な機能の維持、上水道、かんがい、工業用水、発電)

◆秋田市(旧雄和町含む)に、一日 大113,900m3の水道用水を供給。

◇ダム諸元
型 式 ：重力式コンクリートダム
堤 高 ：100m
堤 頂 長 ：441.5m
有効貯水量：229,000,000m3

流域面積 ：287km3

湛水面積 ：8.3km3

◇建設の経緯
・昭和46年 4月 予備調査開始
・昭和48年 4月 実施計画調査開始
・昭和50年 4月 建設事業着手
・昭和52年 8月 基本計画告示
・昭和53年 1月 補償基準妥結・協定調印

(水没118戸)
・昭和55年 8月 ダム本体工事着手
・昭和62年 6月 ダム本体コンクリート打設完了
・平成元年10月 試験湛水開始
・平成元年10月 中和処理施設運転開始
・平成 2年10月 竣工(総事業費1,220億円)
・平成 3年 4月 管理へ移行

◇ダムの目的
①洪水調節
②流水の正常な機能の維持
③水道用水の供給
④かんがい用水の供給
⑤工業用水の供給
⑥発電用水の共有

◇ダムの容量配分

▲玉川酸性水中和処理施設

ダム天端 EL406.00m
洪水期 非洪水期 洪水時最高水位

(6月16日～9月30日) (10月1日～6月15日) EL402.40m
治水容量 平常時最高水位

治水容量 39,000,000m3 EL397.40m

有効貯水容量 107,000,000m3

利水容量 洪水時貯留準備水位

総貯水容量 190,000,000m3 EL387.20m

229,000,000m3 利水容量 ・流水の正常な機能の維持

254,000,000m3 122,000,000m3 ・かんがい

・流水の正常な機能の維持 ・上水道

・かんがい ・工業用水

・上水道 ・発電

・工業用水 最低水位
・発電 EL353.70m

基礎地盤
EL309.00m

堆砂容量 25,000,000m3

10
0m
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洪水調節計画

◆オリフィス１門、コンジット２門、クレスト４門、計７門のゲートにより放流操作を実施。
◆計画高水流量２，８００ｍ３/Sのうち、２，６００ｍ３ /Sをダムに貯め、２００ｍ３ /Sを放流。

共同取水設備

▼洪水時 高水位 EL402.40m

▼平常時 高貯水位 EL397.40m

▼洪水貯留準備水位 EL387.20m

▼ 低水位 EL353.70m

クレストゲート(非常用放流設備)
敷高EL391.735m

コンジットゲート(常用放流設備)
敷高EL350.28m

ダム天端
EL406.00m

洪水調節計画図

オリフィスゲート(常用放流設備)
敷高EL381.735m
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平成27年度 事業概要

【主な工事】
・貯水池周辺維持工事
・放流設備補修工事
・中和処理設備修繕工事
・管理用道路補修工事

【主な業務・調査】
・流量観測、水質調査
・自然環境調査（魚類）
・男神地区地質調査
・貯水池周辺地すべり調査解析
・観測設備、電気通信設備、

機械設備保守点検

【玉川ダムの主な事業】
玉川ダムでは、適切に洪水調節や利水補給を行うため、ダム管理施設
の点検・整備・維持・補修、水文・水質調査、気象観測、環境調査、貯水
池周辺の地すべり監視、玉川酸性水中和処理施設の運転等を行ってい
ます。主な工事、調査・業務は以下のとおりです。
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350

360

370

380

390

400

410

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

貯水位(EL.m)

確保水位 平常時最高貯水位・洪水貯留準備水位

H3～H26平均貯水位 H23年貯水位

H24年貯水位 H25年貯水位

H26年貯水位 H27年貯水位

平常時 高貯水位 EL397.40m 平常時 高貯水位 EL397.40m

洪水時貯留準備水位 EL387.20m

玉川ダムの融雪放流対応

◆例年 ４月下旬頃より水位維持のため融雪放流を実施
◆平成２７年は４月２８日～５月２２日(２５日間)まで実施

大毎秒１２５m３(発電放流含む)の放流により貯水位を調節

融雪放流状況

5/13 5:50  
最大放流量125m3/s
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平成27年 渇水概要

■玉川ダム流域の６月下旬～８月中旬の降水量は、H22～H26の直近５ヶ年平均値と比較すると、約５割 程度と少雨であった。
■玉川ダムの状況 ： ６月下旬～８月中旬における玉川ダムの貯水率（利水容量）は 下流への用水補給のため38.1％

（平成27年8月14日9:00時点）を記録したが、７月下旬とお盆後半のまとまった降雨もあり、３割を切
ること無く乗り切る事ができた。

■田沢湖の状況 ： 玉川ダムと連携して利水補給を行った田沢湖も、渇水が長期化したことから、水位の低下が心配
されたが景観や観光に影響を与えることなく乗り切ることができた。

■雄物川の「渇水対策支部（注意体制）設置期間」は５４日間（7月9日～8月31日）と、長期間に渡るものとなった。

玉川ダム渇水対応概要（平成27年） 1/3 直近事例

H24.9.3  撮影

玉川ダム貯水池 ７月１６日撮影（貯水率 約59.9%）

用水補給のため
貯水率低下

玉川ダム貯水池 ８月１６日撮影（貯水率 約43.1%）

※洪水期に入った6月16日時点で貯水率 約100%
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玉川ダム渇水対応概要（平成27年） 2/3 直近事例
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玉川ダム貯水位変動図

放流量 貯水位実績 低水位 洪水貯留準備水位 規制水位 流入量

低水位 EL.353.7m

8/14 貯水位 EL.371.34m
（貯水率約38％）

洪水貯留準備水位 EL387.2 m

規制水位 EL380.0 m

0
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流
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(m
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正常流量の不足

玉川ダム有り(実績）

玉川ダム補給なし

正常流量

椿川地点流量実績

６月中旬～８月に渡り約５１,０００千m3を補給
※51,000千m3は正常流量 概ね80m3/sに対する不足分の補給量として算出
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【玉川ダム】
用水供給総量

約89,000千m3

（H27.6.21から8.20まで）

放流

用水補給効果：【生活や観光への影響回避】
H27.6月下旬から8月中旬まで東京ドーム約７２個分（約89,000千m3）を補給

・秋田市の約３０万人分の水道用水が確保

・８月３日～８月６日秋田市で開催された竿燈祭り（の
べ約１４０万人の人出）期間中の水道用水需要にも影
響を与えることなく、盛大に開催

・仙北平野の農地約１万haにかんがい用水が供給さ
れ、 ８月上旬の出穂期を乗り切って、秋田のブランド米
“あきたこまち”等の稲穂が成熟

・かんがい用水が供給される水路と水田

・玉川ダムと連携した田沢湖は、一定以上の水位
が保たれ、景観や観光（遊覧船の航行等）の影響
が回避←玉川頭首工

・椿川地点の河川流況も玉川ダムの用水補給によ
り安定

（・かんがい用水
・水道用水
・工業用水など）

放流

河川（大臣管理区間）

河川（大臣管理区間以外）

基準地点

ダム（完　 成：大臣管理）

ダム（事業中：大臣管理）

ダム（完　 成：大臣管理以外）

水道用水受益範囲

かんがい用水受益範囲

凡例

水道用水の安定供給

河川環境の保全

かんがい用水の安定供給

景観・観光の支援

（写真提供 秋田市）

H27.8.10

H27.8.20

H27.8.20

H27.8.20

玉川ダム渇水対応概要（平成27年） 3/3 直近事例
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停滞した秋雨前線に湿った空気が流れ込んだ影響で玉川ダムの流域平均累加雨量は248㎜に達し、ダムへ

の流入量が平成３年４月の管理開始以降 大の毎秒約930m3を記録した。この洪水に対し、玉川ダムでは、

流入量のほぼ全量の32,970千m3をダムに貯留し、下流河川の洪水被害の軽減に効果を発揮した。
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最大流入量

930.4m
3
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(18時10分)

発電放流 発電放流

貯水位

流入量

ダム管理以降 大値
━━流入量 ━━放流量（合計） ━━ 貯水位 ■洪水調節量

大流入量 毎秒930.4 
m3(17日18時10分)のうち

毎秒約896.2m3(96%)をダム
に貯め込みました

玉川ダムの洪水調節対応（1/2） （平成19年9月17日洪水） 代表事例

玉
川
ダ
ム

大流入量

930m3/s

大放流量
(発電取水)

34m3/s

3297万ｍ3の水を
ダムに貯め込む

９月１８日　８時の水位：ＥＬ．３８４．３１m

９月１５日２２時の水位：ＥＬ．３７７．６６m

貯水率８６．５％

貯水率５９．５％

ダムに貯めた約32,970千ｍ３の水は、

東京ドーム 約26.7個分

２５ｍプール 約65.9杯分
に相当します

等雨量線図（Ｈ19.916-18）

流域平均時間雨量 大 1時間
に24.5mm (17日16時)

流域平均累加雨量
248mm
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玉川 ８．０ｋ地点

8.0k地点 現況堤防満杯で洪水流下

玉川ダムが無かった場合は、現況堤防高
を越え、ＨＷＬ付近まで水位が上昇し、背
後地の家屋が浸水したものと推定される HWL=37.533m

玉川ダムがなかった場合の
水位上昇量約７０ｃｍ

洪水痕跡水位

（ほぼ堤防高満杯で流下）

玉川左岸（大仙市鑓見内地先）の水位
状況

田

今回の大仙市鑓見内地内の玉川左岸においては、現況堤防高とほぼ
同じ高さまで水位が上昇した（支川玉川の長野水位観測所では、観測
開始以降 高の水位４．８３ｍを記録した）。
■玉川ダムによる洪水調節が無かった場合には、現況堤防高を超え

て水位が約70㎝上昇し、越水・破堤していたと推測される
■また、この推測される浸水範囲には国道105号やＪＲ秋田新幹線が

あり、浸水による通行止め等、地域社会に大きな影響を与えた可
能性がある。

長野水位観測所

破堤が想定さ
れた箇所

玉川ダムの洪水調節対応（2/2） （平成19年9月17日洪水） 代表事例

玉川ダムでの洪水調節による下流河川での効果（玉川 8.0k地点）
玉川8.0k地点

↑ダムが無かった場合の水位
5.50m 

▽ダム調節後水位 4.83m 

▽はん濫危険水位 4.00m 
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ダム貯水池周辺活性化支援 1/2
◆玉川ダムでは、平成１６年３月に策定された「玉川ダム水源地域ビジョン」の基本理念、基本方針に基づく施策の推進を行っています。

◆その一環として「玉川ダム交流会」が開催（主催：玉川ダム交流会実行委員会）され、ダム水源地及び受益地の小学生約300人が、ダムの役割や周
辺の自然について交流をしながら学習する場となっています。平成27年は227人の小学生が参加し、ダムの役割等を学習しました。

◆また、地域観光支援の一環として、ダムの見学案内や平成27年10月14～15日に完成後初となるライトアップも実施しております。

玉川ダムの取組

玉川ダム交流会状況

玉川酸性水中和処理施設の
役割・仕組みを学ぶ

玉川ダム融雪放流（観光放流）

開催チラシ

玉川ダム見学し、役割を学ぶ児童達

玉川ダムライトアップの実施（H27.10.14撮影）

地域観光支援の取組
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【開催目的】
ダム湖サミットは東北六県の直轄管理ダムの活力ある水源地域の創出に向け、観光・学習など交流の場として、積極的に利活用を推進するための

意見交換や情報発信を行うために開催します。併せて、ダムと地域との関わり方の助言や情報発信等も行います。
また、今回は開催地である仙北市の市制10周年並びに玉川ダム完成25周年を記念し、水源地としての魅力等を情報発信します。

ダム貯水池周辺活性化支援 2/2

◆平成２７年１０月１５日、玉川ダムが位置する仙北市で「みちのくダム湖サミット」を開催。
水源地域の持続的な活性化等の話題も交えて学識経験者のコーディネートによる関係市町の首
長をパネラーとしたディスカッション等が行われました。ダム湖サミットは東北地方整備局管内のダ
ム所在地にて平成19年度より開催され、今回で第7回目の開催となり、秋田県内では初開催。

玉川ダムの取組

ダム湖サミットin玉川 開催状況

【今回サミット各パネラーの主なコメント】

・観光地となっているダムにもっと人を呼びたい
・ダムに向かうための足の確保がもう少し必要
・地域住民と一緒に観光振興に活かしていきたい
・国と市町村に加え、県にも参画して活用策を練っていきたい
・これまでのダムの役割に加え、教育の場として、観光資源として活用等

各ダムでの地域との関わり・取組状況の事例紹介より抜粋
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「ダム管理の見える化」への取り組み 1/2
◆ホームページを活用し、「ダム諸量」をリアルタイムで公表しており、ダム流域の雨量やダム流入量、ダム放
流量等の把握に活用することができます。平成２７年７月は渇水の貯水率把握の需要もあってか、ホームペー
ジの閲覧数が前年同月比で８９%アップしました。

◆ホームページを活用し、ダム管理の一環として発生した流木を無料配布する事を広く周知しています。

流木の無料配
布について周
知。薪等に活
用されていま
す。

玉川ダムの取組

HP上でダム諸量を

リアルタイムで把
握できます。

＜玉川ダムホームページ閲覧数比較＞
平成26年7月期 アクセス数 2,724件
平成27年7月期 アクセス数 5,149件（対前年同月比 ＋89％アップ）
（参考）平成26年度月別アクセス平均数 2,542件（対前年度平均比 ＋103％アップ）
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秋田県
34.5% 

岩手県
10.5%東京都

9.0% 
埼玉県
6.1% 千葉県

5.5% 

宮城県
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4.8% 

青森県
4.0% 

茨城県
3.5% 

福島県
2.3%  その他

16.0% 

玉川ダムには資料室の入室者だけで毎年度1万人程度が立ち寄ります。（資料室に入らない人も加えるとより多くが来訪）
ダム資料室の来訪者に対して、申込み者1人からでも職員等が説明し、玉川ダムの役割やダム堤体内の説明を行う等のダム管理の広報サービ
ス充実を図っており、資料室やダム見学の利用者のアンケート結果から高評価を得ております。
ダム資料室にはタッチパネルによる画面と音声による説明や、ダム・ゲートの放流が分かる模型、周辺の自然環境（哺乳類・鳥類・魚類・昆虫な
ど）、風景に関する展示も充実しており、子供連れでも楽しく学べるようになっています。
玉川ダム来訪者のうち希望者には「ダムカード」 （H19より全国の直轄・水資源機構等ダムで配布）を配布しており、ダムカード収集を目的に玉
川ダムへ訪れる方も居て、H24年度～H26年度は配布枚数が3,500～3,700枚程度/年度。

ダム資料室利用者・ダム見学者の主な感想

ダム資料室（9:00～17:00開館（土日・祝日含む・冬期間を除く））

ダム資料室利用者の出発地
（アンケート回答者による）

・ダム内部の見学できて良かったです。

・案内がとても親切だった。説明も丁寧でわかりやすかった。

・是非どんどん宣伝して他の方々にも来ていただきたいと思います。

・1回目来た時にすごく気に入ってまた来ました。絶対、また来ます。

回答数
1,758

（H19～H26の集計値）

玉川ダム展望台（カリヨンの鐘）
付近にはトイレ施設も充実

ダム案内状況
（原則平日のみ対応。申込みがあれば随時実施）

展望台からは鐘の音色と共
に広大な宝仙湖と山々の景
色が一望できます。

遠方からも多数の来訪！

資料室内はダムや周辺環
境に関する展示が充実

「ダム管理の見える化」への取り組み 2/2 玉川ダムの取組

玉川ダム ダムカード ダムカードは簡易パンフレッ
トとして全国の直轄・水資源
機構ダム及び一部の補助ダ
ム、発電ダム等の524施設で
配布されている（H27.10.1時
点 国交省HPより）。玉川ダ
ムでもH19より配布しており、
ダムカードの全国への浸透と
共にダムマニア、子供連れ
の家族等がダムカード収集
を目的に来訪している状況も
見受けられる。 55


